
■
「
滞
納
」
は
き
ち
ん
と
納
税
し
て
い
る
人

　
と
の
公
平
性
を
欠
く
行
為
で
す

　

福
祉
や
国
民
健
康
保
険
等
の
社
会
保
障
、

学
校
教
育
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
提
供
、

道
路
等
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
は
市
民
の
皆
さ
ん

の
税
金
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
税
金
を
滞
納
す
る
こ
と
は
市
の
財
政

を
圧
迫
す
る
原
因
と
な
り
、
市
民
サ
ー
ビ
ス

の
低
下
や
医
療
支
援
な
ど
に
支
障
を
き
た
す

こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
ま
た
、
督
促

状
の
送
付
や
滞
納
処
分
に
係
る
経
費
な
ど
、

余
計
な
税
金
を
使
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　

そ
し
て
何
よ
り
も
「
滞
納
」
と
い
う
行
為

は
、
納
期
限
ま
で
に
き
ち
ん
と
納
め
て
い
る

多
く
の
皆
さ
ん
と
の
公
平
性
を
欠
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

本
号
で
は
、
10
月
～
12
月
ま
で
の
「
滞
納

整
理
強
化
月
間
」
に
あ
わ
せ
、
滞
納
の
解
消

に
向
け
た
市
の
取
組
を
紹
介
し
ま
す
。

■
滞
納
を
な
く
す
取
組

　

市
税
の
納
め
忘
れ
を
防
ぐ
た
め
、
事
業
主

が
毎
月
の
給
料
を
従
業
員
に
支
払
う
際
に
、

住
民
税
を
給
料
か
ら
天
引
き
し
、
代
わ
り
に

納
入
し
て
も
ら
う
特
別
徴
収
を
推
進
し
て
い

ま
す
（
平
成
27
年
度
か
ら
県
下
一
斉
特
別
徴

収
）。

　

ま
た
、
納
税
に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
・

理
解
を
し
て
も
ら
う
た
め
、
市
役
所
・
駅
等

に
の
ぼ
り
旗
や
強
化
月
間
取
り
組
み
ポ
ス

タ
ー
を
掲
示
し
、
周
知
し
て
い
ま
す
。

な
く
そ
う
！
滞
納

税
負
担
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に

悪質な滞納
「しない」
「させない」
「ゆるさない」

特   集
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問
い
合
わ
せ
／
収
税
対
策
課
徴
収
担
当（
内
線
２
２
６
６
・
２
２
６
７
）



■
納
付
困
難
な
場
合
は
相
談
を

　

市
で
は
、
諸
事
情
に
よ
り
納
付
困
難
な
人

に
は
早
期
完
納
に
向
け
た
相
談
を
行
っ
て
い

ま
す
。
天
災
や
病
気
、事
業
の
休
廃
止
な
ど
、

や
む
を
得
な
い
事
情
の
方
に
は
、
ご
相
談
の

う
え
ア
ド
バ
イ
ス
等
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
の
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【表１】滞納処分の流れ

【表2】平成30年度財産等の差押状況

【表3】令和元年度インターネット公売実績

納付書発送

納期限

（９月時点）

■
滞
納
処
分
を
強
化

　

市
で
は
、
税
負
担
の
公
平
性
を
確
保
す
る

た
め
、
ま
た
、
滞
納
者
を
減
ら
し
て
い
く
た

め
に
、
差
押
え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
積
極
的

に
執
行
し
て
い
ま
す
。
税
金
の
納
付
逃
れ
や

先
延
ば
し
に
す
る
た
め
の
虚
偽
の
申
出
、
資

産
隠
し
、
納
付
計
画
が
不
履
行
と
な
っ
た
場

合
に
は
、法
律
等
に
基
づ
き
、滞
納
処
分
（
表

１
）
を
行
い
ま
す
。
財
産
調
査
を
行
い
、
給

与
や
年
金
、
売
掛
金
、
預
貯
金
、
生
命
保
険

等
の
債
権
や
、
自
宅
等
の
不
動
産
、
自
動
車

の
差
押
え
を
執
行
し
ま
す
（
表
２
）。

■
差
押
え
・
公
売
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

　

資
産
隠
し
や
約
束
不
履
行
な
ど
の
滞
納
者

に
対
し
て
は
、
捜
索
を
実
施
し
ま
す
。
自
宅

や
関
係
先
を
捜
索
し
財
産
を
差
押
え
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
な
ど
を
利
用
し
、
差
押
財

産
を
売
却
し
ま
す
。
売
却
し
た
代
金
は
滞
納

金
額
に
充
当
し
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公

売
に
つ
い
て
は
、
ヤ
フ
ー
ジ
ャ
パ
ン
官
公
庁

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
売
却
し
ま
す
（
表
３
）。

簡
単
な
Ｉ
Ｄ
登
録
で
、
市
場
価
格
よ
り
安
価

に
購
入
で
き
る
場
合
が
多
い
こ
と
か
ら
、
利

用
者
も
増
加
し
て
い
ま
す
。

■
納
税
に
は
便
利
で
安
心
な
口
座
振
替
を

　
お
す
す
め
し
て
い
ま
す

　

口
座
振
替
に
は
次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が

あ
り
ま
す
。

〇
納
期
ご
と
に
金
融
機
関
へ
出
向
く
必
要
が

あ
り
ま
せ
ん

〇
納
期
限
に
口
座
か
ら
引
き
落
と
し
さ
れ
る

た
め
、
納
め
忘
れ
が
な
く
な
り
ま
す

〇
「
納
付
書
を
無
く
し
て
し
ま
い
納
め
ら
れ

な
い
」
と
い
う
心
配
が
な
く
な
り
ま
す

〇
現
金
を
持
ち
歩
く
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん

　

こ
の
よ
う
に
、
口
座
振
替
は
う
っ
か
り
滞

納
を
な
く
す
観
点
か
ら
も
、
と
て
も
有
効
な

手
段
で
す
。

　

口
座
振
替
で
き
る
税
目
や
、
申
込
み
方
法

な
ど
の
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

督促・催告

　納期限を経過すると、概ね20日後、督促状を発送します。
※催告書を発送する場合もあります。

▲差押予告・差押書の例

▼

実
際
の
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク

　
の
様
子
（
差
押
え
）

財産調査

　勤務先や年金事務所、取引先、金融機関、生命保険会社などに対し
て財産調査を行います。　※本人の承諾不要

差押え

　督促にも応じず、納税相談がない場合や資力があるのに納付しない
などの場合は財産を差し押さえます。
　法律では督促状発送から10日を過ぎると差し押さえなければなら
ないと定められています。

換価処分（取立・公売）
　債権は速やかに取り立てます。物件は公売（売却）により換価し、
滞納額に充当します。

財産の種類 件数
債権（預貯金・給与・年金など） 738

不動産・動産・自動車 19
合　　　計 757

件数 品目

第１回 10 テレビ・楽器・トラック
ギフト券等

第２回 ３ 軽自動車・デジタルカメラ

第３回 ９ 普通乗用車・楽器
ラジコン飛行機セット等

第４回 ７ ラジコン飛行機セット等
合　計 29

◀10ページでは、納税・滞納処分に関するＱ＆Ａを掲載しています
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【納税・滞納処分 　 ＆ 　  】

　口座振替の推進を図るため、令和２年１月から「Pay-easy」の運用を開始します。
　※国民健康保険税は令和元年10月から運用を開始しています。
■Pay-easyとは？
　口座振替依頼書の記入とキャッシュカードを用意することで口座振替を申し込むことができるサービスです
■Pay-easyのメリットは？
　「届出印」が不要です。そのため「届出印に誤りがあって口座振替の手続きが再度必要になった」と
いうような二度手間がなくなります
■受付方法等
　受付場所／収税対策課・国保年金課・介護保険課・吹上支所市民グループ・川里支所地域グループ
　持ち物／金融機関のキャッシュカード・納税通知書
　注意／〇暗証番号の入力が必要です。口座名義人ご本人がお越しください
　　　　〇一部のキャッシュカード（IC専用・家族カード）は使用できない場合があります。
　　　　　事前にお取扱いの金融機関にお問い合わせください
　　　　〇金融機関の窓口ではPay-easyの受付はできません

問い合わせ／収税対策課管理担当（内線2260・2269）

こんなお問い合わせをいただきますが…

Q

口座振替の手続きをしていたが、残高不足で引き落とされなかった。どうしたらいいか

口座振替不能通知ハガキを送付します。ハガキが納付書を兼ねていますので、お早めに納
付してください　※納期限前に預金残高の確認をお願いします

Q

A

A

借金があるから税金が払えない

借金は個人がつくるものです。法律によって、原則税金はすべての債務（借金を含む）に
優先して徴収すると定められています。そのため、個人の債務よりも税金が優先されます

Q

A

銀行口座を調べられ、勝手に口座からお金がおろされた。個人情報の保護に関する法律違反だ

滞納すると、法律に基づき、財産すべてに対する調査権限が発生します。この権限を行使し
て調査をする場合、勤務先や金融機関等の調査された機関は答えなければなりません。滞
納がある場合の財産調査は、個人情報の保護に関する法律には一切抵触しません

Q

A

いきなり差し押さえられた。あんまりではないか

税金は納期限内納付が原則です。法律には督促状を発送した日から起算して10日を経過し
た日までに完納しない場合、差し押さえをしなければならないと定められています
納税相談がない、資力があるのに納付しない場合は、財産を差し押さえします

Q

A

「Pay-easy（ペイジー）」口座振替受付サービスを開始

利用可能な金融機関（令和元年10月現在）

埼玉りそな銀行・りそな銀行・三井住友銀行・群馬銀行・武蔵野銀行・東和銀行・川口信用金庫・中央
労働金庫・埼玉縣信用金庫・ゆうちょ銀行
※対応金融機関は、今後追加する予定です

なくそう！滞納 税負担の公平性を確保するために特   集
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